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　 　 　 　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 　 　 　 【 請 求 項 １ 】
　 案 件 管 理
情 報 と し て 管 理 し 、 且 つ そ の 管 理 の 依 頼 者 端 末 に ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 可 能 と さ れ た
手 続 管 理 シ ス テ ム で あ っ て
　 各 案 件 に 関 す る 案 件 管 理 情 報 を 登 録 さ れ た 案 件 管 理 情 報 記 憶 手 段 と 、
　 正 規 の 依 頼 者 か 否 か の 認 証 を 行 う 依 頼 者 認 証 手 段 と 、
　 依 頼 者 認 証 手 段 に よ り 認 証 さ れ た 場 合 に 、 そ の 依 頼 者 の 案 件 の 案 件 管 理 情 報 を 案 件 管 理
情 報 記 憶 手 段 か ら 取 得 し て 依 頼 者 端 末 に 開 示 す る 案 件 管 理 情 報 公 開 手 段 と を 備 え 、
　 案 件 管 理 情 報 記 憶 手 段 に 登 録 さ れ た 各 案 件 は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 の 依 頼 者 と 対 応 さ せ ら れ
て お り 、
　 各 依 頼 者 は 、 自 己 に 対 応 さ せ ら れ た 案 件 に つ い て 案 件 管 理 情 報 の 閲 覧 が 可 能 と さ れ て

　

　 こ と を 特 徴 と す る 手 続 管 理 シ ス テ ム 。
　 　 　 　 　 【 請 求 項 ２ 】
　 依 頼 者 認 証 手 段 に よ り 認 証 さ れ た 依 頼 者 端 末 か ら 案 件 管 理 情 報 を 受 信 し て 、 案 件 管 理 情
報 記 憶 手 段 に 登 録 す る 案 件 管 理 情 報 登 録 手 段 を 更 に 備 え
　

　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 手 続 管 理 シ ス テ ム 。
　 　 　 　 　 【 請 求 項 ３ 】
　

　

特 許 、 実 用 新 案 、 意 匠 若 し く は 商 標 に 関 す る 案 件 に つ い て の 情 報 を 案 件 ご と に

、

お
り 、

次 手 続 や 所 定 手 続 に 関 す る 指 示 を 依 頼 者 端 末 に 要 求 、 ま た は 依 頼 者 端 末 か ら 手 続 指 示 を
受 け る 手 続 確 認 手 段 を さ ら に 備 え る

、
代 理 人 の な い 案 件 に つ い て の 案 件 管 理 情 報 の 前 記 案 件 管 理 情 報 記 憶 手 段 へ の 登 録 が 、 前

記 依 頼 者 端 末 ま た は こ れ に 加 え て 或 い は こ れ に 代 え て 、 代 理 人 の い な い 者 の 端 末 を 依 頼 者
端 末 と し て 可 能 と さ れ た

案 件 管 理 情 報 記 憶 手 段 に は 、 各 案 件 そ れ ぞ れ に つ い て 、 そ の 案 件 に 関 す る 案 件 管 理 情 報
を 、 ど の 依 頼 者 か ら の 依 頼 の 案 件 か を 判 別 す る た め の 依 頼 者 識 別 情 報 と 対 応 付 け て 登 録 さ
れ 、

案 件 管 理 情 報 公 開 手 段 は 、 依 頼 者 認 証 手 段 に よ り 認 証 さ れ た 場 合 に 、 そ の 依 頼 者 の 依 頼
者 識 別 情 報 に 基 づ い て 、 そ の 依 頼 者 か ら の 依 頼 の 案 件 に 関 す る 案 件 管 理 情 報 を 案 件 管 理 情
報 記 憶 手 段 か ら 取 得 し て 、 そ の 依 頼 者 端 末 に 公 開 し 、



　

　 こ と を 特 徴 と す る に 記 載 の 手 続 管 理 シ ス テ ム 。
　 　 　 　 　 【 請 求 項 ４ 】
　 依 頼 者 か ら を 依 頼 さ れ て い る 管 理 者 端 末 が 接 続 可 能
と さ れ て お り
　 正 規 の 管 理 者 か 否 か の 認 証 を 行 う 管 理 者 認 証 手 段 と 、
　 管 理 者 認 証 手 段 に よ り 認 証 さ れ た 管 理 者 端 末 か ら 案 件 管 理 情 報 を 受 信 し て 、 案 件 管 理 情
報 記 憶 手 段 に 登 録 す る 案 件 管 理 情 報 登 録 手 段 と を 更 に 備 え 、
　 案 件 管 理 情 報 記 憶 手 段 に 登 録 さ れ た 各 案 件 は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 の 管 理 者 と 、 一 以 上 の 依
頼 者 と に 対 応 さ せ ら れ て お り 、
　 各 管 理 者 は 、 自 己 に 対 応 さ せ ら れ た 案 件 に つ い て 案 件 管 理 情 報 の 取 り 扱 い が 可 能 と さ れ
、
　 各 依 頼 者 は 、 自 己 に 対 応 さ せ ら れ た 案 件 に つ い て 案 件 管 理 情 報 の 閲 覧 が 可 能 と さ れ て い
る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 手 続 管 理 シ ス テ ム 。
　 　 　 　 　 【 請 求 項 ５ 】
　
　 前 記 管 理 者 情 報 記 憶 手 段 に は 、 仲 介 な い し 代 理 等 に 関 す る 専 門 分 野 や 業 務 範 囲 等 が 各 管
理 者 ご と に 登 録 さ れ て お り 、
　 そ の 専 門 分 野 や 業 務 範 囲 等 に 関 し 、 前 記 管 理 者 情 報 記 憶 手 段 を 検 索 す る こ と で 、 依 頼 者
が 求 め る 管 理 者 を 抽 出 可 能 と さ れ た
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 手 続 管 理 シ ス テ ム 。
　 　 　 　 　 【 請 求 項 ６ 】
　 所 定 期 間 内 に 発 生 す る 手 続 と 、 そ の 手 続 実 行 料 金 と を 依 頼 者 端 末 に 開 示 可 能 と さ れ 、
　 前 記 所 定 期 間 を 依 頼 者 端 末 か ら 指 定 可 能 に 構 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 手 続 管 理 シ ス テ ム 。
　 　 　 　 　 【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 案 件 管 理 情 報 公 開 手 段 は 、 各 案 件 に つ い て 、 手 続 の 一 連 の 流 れ を 示 し た 図 表 等 に お
い て 、 そ の 案 件 の 手 続 上 の 現 在 位 置 を 明 示 可 能 と さ れ た
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ま で の い ず れ か に 記 載 の 手 続 管 理 シ ス テ ム 。
　 　 　 　 　 【 請 求 項 ８ 】
　 依 頼 者 の 特 許 権 、 実 用 新 案 権 、 意 匠 権 な い し 商 標 権 等 の 権 利 の 年 金 納 付 や 更 新 手 続 等 を
管 理 す る シ ス テ ム と さ れ 、
　 前 記 案 件 管 理 情 報 記 憶 手 段 に 登 録 さ れ た 案 件 管 理 情 報 に は 、 そ の 権 利 に 関 す る 登 録 番 号
等 の 案 件 特 定 情 報 と 、 そ の 設 定 登 録 日 等 の 、 年 金 納 付 や 更 新 手 続 等 の 起 算 日 と 、 年 金 納 付
等 に 関 す る 状 況 等 が 含 ま れ 、

な く と も 次 回 の 年 金 納 付 な い し 更 新 手 続 等 の 期 限 管 理 を 行 い 、
　 前 記 案 件 管 理 情 報 公 開 手 段 は 、 依 頼 者 認 証 手 段 に よ り 認 証 さ れ た 依 頼 者 の 案 件 に 関 す る
案 件 管 理 情 報 の 内 、 少 な く と も 前 記 案 件 特 定 情 報 と 、 そ の 年 金 納 付 等 の 状 況 又 は 次 回 の 年
金 納 付 等 の 期 限 を 、 案 件 管 理 情 報 記 憶 手 段 か ら 取 得 し て そ の 依 頼 者 端 末 に 開 示
　 前 記 手 続 確 認 手 段 は 、 次 回 の 年 金 納 付 な い し 更 新 手 続 等 の 有 無 を 依 頼 者 に 確 認 す る た め
に 、 そ の 案 内 を 依 頼 者 端 末 に 送 信 し 、 或 い は そ の 指 示 を 依 頼 者 端 末 か ら 受 信 す る 手 段 で あ
る
　 こ と を 特 徴 と す る に 記 載 の 手 続 管 理 シ ス テ ム 。
　 　 　 　 　 【 請 求 項 ９ 】
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前 記 案 件 管 理 情 報 に は そ れ ぞ れ 、 そ の 案 件 の 主 体 的 情 報 と し て の 出 願 人 や 権 利 者 の 氏 名
な い し 名 称 の 情 報 が 含 ま れ て お り 、 こ の 主 体 的 情 報 が 異 な る 案 件 に つ い て も 依 頼 者 識 別 情
報 を 依 頼 者 の も の に 対 応 さ せ て お く こ と で 、 依 頼 者 自 身 の 案 件 の 他 、 依 頼 者 と 異 な る 者 の
案 件 に つ い て の 案 件 管 理 情 報 の 登 録 ま た は 閲 覧 も 可 能 と さ れ た

請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２

手 続 ま た は 管 理 異 な る 特 許 事 務 所 の
、

か ら 請 求 項 ３ ま で の い ず れ か

各 管 理 者 に 関 す る 管 理 者 情 報 を 登 録 さ れ た 管 理 者 情 報 記 憶 手 段 を さ ら に 備 え 、

４

１ か ら 請 求 項 ５ ま で の い ず れ か

６

　 少

し 、

請 求 項 １ か ら 請 求 項 ７ ま で の い ず れ か

前 記 各 手 段 の 一 部 ま た は 全 部 が 、 手 続 先 端 末 に 備 え ら れ て い る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ８ ま で の い ず れ か に 記 載 の 手 続 管 理 シ ス テ ム 。
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